
別表２ 指定有害動植物の種類ごとの総合防除の内容

作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
対象植物を オオタバコガ （予防に関する措置）
定めないも ・防⾍ネット等の使⽤により、成⾍の⾶来及び産卵を防ぐ。
の ・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

・施設栽培では、成⾍の侵⼊防⽌対策として、換気窓等の施設開
⼝部への防⾍ネットによる被覆や防蛾(が)灯（⻩⾊灯）の夜間
点灯を⾏う。

・交信かく乱剤を使⽤する。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・寄⽣果、葉を⾒つけ次第、除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・結球野菜では、結球内部に⾷⼊した場合に防除が難しくなるこ
とから、結球前の防除を徹底する。

・作物残さを適切に処分する。

コナガ （予防に関する措置）
・防⾍ネット等の使⽤により、成⾍の⾶来及び産卵を防ぐ。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培では、成⾍の侵⼊防⽌対策として、換気窓等の施設開
⼝部への防⾍ネットによる被覆を⾏う。

・交信かく乱剤を使⽤する。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・卵や若齢幼⾍が寄⽣している葉を⾒つけ次第、除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・結球野菜では、結球内部に⾷⼊した場合に防除が難しくなるこ
とから、結球前の防除を徹底する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

シロイチモジヨトウ （予防に関する措置）
・防⾍ネット等の使⽤により、成⾍の⾶来及び産卵を防ぐ。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培では、成⾍の侵⼊防⽌対策として、換気窓等の施設開
⼝部への防⾍ネットによる被覆や防蛾(が)灯（⻩⾊灯）の夜間
点灯を⾏う。

・交信かく乱剤を使⽤する。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・卵塊や若齢幼⾍が群⽣している葉を⾒つけ次第、除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
対象植物を シロイチモジヨトウ 発⽣初期に薬剤散布等を実施する。
定めないも （続き） ・結球野菜では、結球内部に⾷⼊した場合に防除が難しくなるこ
の（続き） とから、結球前の防除を徹底する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

ハスモンヨトウ （予防に関する措置）
・防⾍ネット等の使⽤により、成⾍の⾶来及び産卵を防ぐ。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培では、成⾍の侵⼊防⽌対策として、換気窓等の施設開
⼝部への防⾍ネットによる被覆や防蛾(が)灯（⻩⾊灯）の夜間
点灯を⾏う。

・交信かく乱剤を使⽤する。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・卵塊や若齢幼⾍が群⽣している葉を⾒つけ次第、除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・結球野菜では、結球内部に⾷⼊した場合に防除が難しくなるこ
とから、結球前の防除を徹底する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

ヨトウガ （予防に関する措置）
・防⾍ネット等の使⽤により、成⾍の⾶来及び産卵を防ぐ。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培では、成⾍の侵⼊防⽌対策として、換気窓等の施設開
⼝部への防⾍ネットによる被覆や防蛾(が)灯（⻩⾊灯）の夜間
点灯を⾏う。

・交信かく乱剤を使⽤する。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・卵塊や若齢幼⾍が群⽣している葉を⾒つけ次第、除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・結球野菜では、結球内部に⾷⼊した場合に防除が難しくなるこ
とから、結球前の防除を徹底する。

・作物残さを適切に処分する。

果樹カメムシ類 （予防に関する措置）
・発⽣の多い地域では、防⾍ネット⼜は多⽬的防災網の設置や袋
掛けを⾏う。

・施設栽培では、防⾍ネット等で施設開⼝部を覆うことにより、
侵⼊防⽌を図る。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
対象植物を 果樹カメムシ類(続き) （判断、防除に関する措置）
定めないも ・本指定有害動植物の発⽣量や発⽣時期は、地域や園地で差があ
の（続き） ることから、発⽣予察情報を参考に、⾶来のタイミングに合わ

せ（主に⼣⽅）、園地内の⾒回り等を実施する。
・すぎ林やひのき林の隣接園では、被害が多いことから特に発⽣
状況に留意する。

・果実肥⼤期から成熟期まで加害が続くことから、⾶来が確認さ
れた園地では薬剤散布等を実施する。

・防⾍ネット等の設置や袋掛けを⾏わない樹種の場合、地域⼀⻫
に薬剤散布を実施すると防除効果が⾼まる。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 【⼀般事項】 ・畦畔の整備、畦塗りなどにより漏⽔を防⽌して、農薬の効果低

減防⽌及び⽔質汚濁防⽌を図る。
・畦畔、農道、休耕⽥の除草等を⾏い、越冬病害⾍を駆除するこ
とにより、病害⾍の密度低下を図る。

・翌年の多年⽣雑草の発⽣を抑制するため、収穫後は早期に耕う
んする。

・⼟壌診断を⾏い、必要な施肥を⾏う。
・ケイ酸質肥料の施⽤により、稈を固くする。
・常発する病害⾍に対して抵抗性のある品種を使⽤する。
・種⼦の更新等により、無病種⼦を使⽤する。
・塩⽔選により健全な種もみを選別する。
・種もみを種⼦消毒（温湯浸漬、薬剤処理⼜は微⽣物農薬浸漬処
理）する。

・品種の特性に応じた適正なは種量、育苗施肥量等を守り、健苗
育成に努める。

・例年の病害⾍の発⽣状況や発⽣予察情報を基に、必要に応じて
箱施⽤剤を施⽤する。

・病気が発⽣した苗は速やかに処分する。
・代かきを丁寧に⾏い、⽥⾯を均平にするとともに適切な⽔深管
理を⾏う。

・健全な苗を選抜し移植する。
・品種に応じた適切な密度、本数で移植する。
・府が推奨する要防除⽔準等に基づき、防除が必要と判断された
場合には、確実に防除を実施する。

稲こうじ病 （予防に関する内容）
・穂ばらみ期から出穂期にかけて⾬が多いと発⽣しやすい。
・前年に穂にできた厚膜胞⼦等が⽥⾯や畦畔に落ちて越冬し、翌
年の伝染源になる。

・多発すると不稔籾が多くなり、収量低下を起こす。また、罹病
籾や菌塊が籾や⽞⽶に混⼊すると検査で規格外になるなど、品
質低下の原因になる。

・多肥栽培を避ける。
・採種ほ産の無病種⼦を⽤いる。

（判断、防除に関する措置）
・穂ばらみ期〜穂揃い期に薬剤散布する。

いもち病 （予防に関する内容）
・病原菌は⽷状菌の⼀種で、育苗期から成熟期まで発⽣する。発
病部位によって、育苗中〜後期の苗いもち、本⽥の葉いもちと
出穂後の穂いもち(穂⾸いもち、枝梗いもち、みごいもち、籾い
もち）、節いもちなどがある。

・病原菌の菌⽷や分⽣⼦が被害わら・もみ等で越冬し、翌年、種
⼦伝染、空気伝染して発病する。

・気温 25〜 28℃、多湿で⽇照不⾜の時に多発し、降⾬、チッソ
過多、過繁茂などの場合に発病が助⻑される。

・⾃家採種を⾏わず採種ほ産の無病種⼦を⽤いる。
・本病菌に対する抵抗性品種を使⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・種⼦消毒（温湯浸漬、薬剤処理⼜は微⽣物農薬浸漬処理）を⾏
い苗での発病を防ぐ。

・発病株を抜き取る。（苗いもち）
・本病の発⽣源となる補植⽤取り置き苗を早期に除去する。（葉い
もち）



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 いもち病（続き） ・⼭間部では冷⽔かんがいにならないよう留意する。

・本病菌に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する
・発⽣予察情報やほ場の⾒回り等に基づいた適期の薬剤散布を実
施する。（葉いもち、穂いもち）

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の農薬の連続使⽤を避
け、異なる系統の農薬によるローテーション散布を⾏う。さら
に、当該地域で薬剤抵抗性が確認されている農薬は使⽤しない。

ごま葉枯病 （予防に関する内容）
・病原菌は⽷状菌の⼀種で病原菌の菌⽷が稲わらやもみで越冬
し、翌年、空気伝染や種⼦伝染する。

・苗の段階から発病し、秋には穂に発⽣し、穂枯れを起こす。
・やや砂質⼟のいわゆる「秋落⽥」に発⽣しやすい。
・チッソ、カリ、鉄、マンガン、ケイ素などの⽋乏は発病を助⻑
するので、ケイ酸質肥料（ケイカルなど）を施⽤し、⼟壌の改
良を図る。

・硫酸根肥料（硫安等）の連⽤を避け、チッソ質肥料を分施する。
・⽣わらは、早期にすき込むか堆肥としてから施⽤し、未熟な有
機質資材の施⽤を避ける。

・被害わらを本⽥周辺に放置しない。
・根腐れを起こさないよう⽔管理に注意する。

（判断、防除に関する措置）
・種⼦消毒を⾏う。
・本病が多発⽣すると穂枯れを起こしやすくなるので、多発ほ場
では出穂期〜傾穂期に薬剤を散布する。

⽩葉枯病 （予防に関する内容）
・病原菌は細菌の⼀種で被害わらや河川や畦畔沿いのサヤヌカグ
サ等の多年⽣雑草の根部で越冬し、それが翌年の第１次伝染源
となる。

・豪⾬などで⽥が浸⽔、冠⽔すると多発する。
・病原菌は葉の⽔孔や傷⼝から侵⼊する。
・罹病葉を⽔に⼊れると、数分で切り⼝から⽩い⽷状の液が出る。

（判断、防除に関する措置）
・常発地では浸冠⽔や台⾵の直後に薬剤を散布する。
・浸⽔、深⽔を避ける。
・窒素肥料の過⽤を避ける。
・冬期に畦畔や⽔路の雑草を処分する。
・露のある時は、なるべく発⽣⽥に⼊らないようにする。

苗⽴枯病 （予防に関する措置）
・本指定有害動植物に汚染された床⼟を使⽤しない。
・前年と同じ育苗箱を⽤いる場合には、使⽤前に消毒する。
・育苗期間中の温度及び⼟壌⽔分を適切に管理する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・育苗中に発⽣を認めた場合には、速やかに発病株の抜取りを実
施する。

・発⽣が認められた育苗箱は健全な苗から隔離し、発⽣が拡⼤す
る前に健全な苗を⽤いて⽥植えを⾏う。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 ばか苗病 （予防に関する措置）

・採種ほ産の無病種⼦を⽤いる。
・塩⽔選により、健全種もみを選択する。
・種もみを種⼦消毒（温湯浸漬、薬剤処理⼜は微⽣物農薬浸漬処
理）する。

・育苗箱等の資材を消毒する。

（判断、防除に関する措置）
・育苗時に発病株を抜き取る。
・発⽣予察情報やほ場の⾒回り等による発病株の早期発⾒に努め
る。

もみ枯細菌病 （予防に関する措置）
・育苗期の苗腐敗症と出穂期以降の穂枯れを起こす。
・採種ほ産の無病種⼦を⽤いる。
・種もみを種⼦消毒（温湯浸漬、薬剤処理⼜は微⽣物農薬浸漬処
理）する。

・育苗箱等の資材を消毒する。
・育苗時期、特に出芽時の温度が⾼い場合に発病しやすいので、

30℃以下になるように、温度管理に注意する。
・出穂期に⾼温で降⾬⽇数が多いと発病しやすい。穂に⽩⾊の萎
萎凋したもみが混在し、後に灰⽩⾊〜淡⻩褐⾊となって、稔実
不良となる。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣が多いほ場では、穂ばらみ~出穂期に薬剤散布を実施する。

紋枯病 （予防に関する措置）
・窒素肥料の過⽤を避け、過繁茂にならないよう留意する。
・代かき後に、けい畔沿い等の⽥⾯の浮遊物を除去する。
・けい畔、⽔路等の雑草を除草する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、発⽣が多い場合には、
幼穂形成期から乳熟期にかけて薬剤散布を実施する。

イネドロオイムシ （予防に関する措置）
・本指定有害動植物の越冬源や繁殖源となる、ほ場周辺、けい畔
等のいね科雑草を除草する。

・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等により発⽣量を確認し、発⽣が
多い場合には、適期の薬剤散布等を実施する。

イネミズゾウムシ （予防に関する措置）
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・越冬成⾍の発⽣盛期を避けて移植する。
・深⽔を避け、根を健全に保つため浅⽔管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による被害株の早期発
⾒に努める。

・薬剤散布を実施する場合には、地域⼀⻫に実施することが望ま
しい。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 コブノメイガ （予防に関する措置）

・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣量の年次間差が⼤きいことから、発⽣予察情報を参考に、
ほ場の⾒回り等による被害株の早期発⾒に努める。

・薬剤散布を実施する場合には、地域⼀⻫に実施することが望ま
しい。

スクミリンゴガイ ①未発⽣ほ場の場合
（ジャンボタニシ） （予防に関する措置）

・⽔路を介した侵⼊を防⽌するため、取⽔⼝や排⽔⼝に網を設置
する。

・未発⽣の⽔⽥へ、本指定有害動植物を除草⽬的等で持ち込まな
い。

・発⽣ほ場での作業後には農機具を洗浄し、未発⽣ほ場への⼟壌
を介した侵⼊及びまん延防⽌に努める。

②発⽣ほ場の場合
（予防に関する措置）
・苗の移植前（春季）⼜は収穫後（秋季）に⽯灰窒素を施⽤する。
・冬季に耕起を実施する。
・冬季に⽔路の泥上げを実施する。
・⽔路を介した侵⼊及びまん延を防⽌するため、取⽔⼝や排⽔⼝
に網を設置する。

・⾷害を受けにくい中苗⼜は成苗を移植する。

（判断、防除に関する措置）
・苗の移植期前に⽔⽥や⽔路の成⾙を捕殺するとともに､卵塊を
確実に潰す。

・苗の活着期から⽣育初期まで、ほ場及び⽔路で成⾙を捕殺する。
・適期の薬剤散布を実施する。
・苗の移植後３週間まで、本指定有害動植物の⾏動を抑制するた
めに、⽔深４ cm以下の浅⽔管理を実施する。

セジロウンカ （予防に関する措置）
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・育苗箱処理剤を施⽤しない場合には、移植期以降、本指定有害
動植物の発⽣動向に留意する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

ツマグロヨコバイ （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・育苗中は、寒冷紗(しゃ)等の被覆により、育苗ほ場への本指定
有害動植物の侵⼊を防ぐ。

・けい畔、休耕⽥等では、雑草を刈り取り、すき込み等により適
切に処分する。

・収穫後に、幼⾍の越冬場所となる刈り株を粉砕し、ゆっくり深
く耕起し、⼗分にすき込む。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 ツマグロヨコバイ （判断、防除に関する措置）

（続き） ・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・箱施⽤剤を施⽤しない場合には、ほ場への侵⼊時期に薬剤散布
等を実施する。

・薬剤散布を実施する場合には、地域⼀⻫に実施することが望ま
しい。

トビイロウンカ （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・本指定有害動植物が定着しやすい時期を避けるよう、移植時期
を前後にずらす。

・密植や過繁茂とならないよう、栽植密度（植付け本数及び植付
け間隔）を調整する。

・⽔管理について、数⽇間隔で湛(たん)⽔及び落⽔を繰り返す。

（判断、防除に関する措置）
・育苗箱処理剤を施⽤しない場合には、移植期以降、本指定有害
動植物の発⽣動向に留意する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が株元まで⼗分届くよう、丁寧
に散布する。

・薬剤抵抗性が確認されている農薬を使⽤しない。
・坪枯れが確認された場合には、可能な限り収穫を早めて、倒伏
等の被害が拡⼤しないよう努める。

ニカメイガ （予防に関する措置）
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・収穫後に、幼⾍の越冬場所となる刈り株や被害わらをすき込む。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報等を参考に、第⼀世代を対象として薬剤散布等を
実施する。

斑点⽶カメムシ類 （予防に関する措置）
・出穂２週間前までに、けい畔、農道及び休耕⽥の雑草を除草す
る。

・けい畔にグランドカバープランツを植栽することにより、いね
科雑草の減少を図る。

・⽔⽥内のノビエやイヌホタルイを除草する。
・近隣地域のほ場における収穫後に、けい畔、農道及び休耕⽥の
雑草を除草する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報等を参考に、出穂期から乳熟期に薬剤散布等を実
施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⽔稲 ヒメトビウンカ （予防に関する措置）

（縞葉枯病） ・縞葉枯病抵抗性品種を使⽤する。
・けい畔、農道及び休耕⽥の除草により、⽣息密度の減少を図る。
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・育苗中は、寒冷紗(しゃ)等の被覆により、育苗ほ場への本指定
有害動植物の侵⼊を防ぐ。

・本指定有害動植物のほ場への⾶込み時期の移植を避ける。
・再⽣株が越冬源となることから、収穫後は速やかに耕起する。
・冬季に本指定有害動植物の越冬場所となる、けい畔、農道及
び休耕⽥のいね科雑草を除草する。

（判断、防除に関する措置）
・育苗箱処理剤を施⽤しない場合には、移植直後から本指定有害
動植物の発⽣動向に留意する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

・縞葉枯病が発病した場合には、発病株を早期に抜き取り、適切
に処分する。

フタオビコヤガ （予防に関する措置）
・本指定有害動植物に適⽤のある箱施⽤剤を施⽤する。
・収穫後の稲わらを適切に処分し、蛹(さなぎ)を死滅させる。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、幼⾍発⽣期に薬剤散
布等を実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⼤⾖ 【⼀般事項】 （予防に関する措置）

・輪作⼜は⽥畑輪換を⾏う。特に、⼟壌伝染性の有害動植物が発
⽣したほ場での連作は⾏わない。

・トラクター等の農機具の清掃を徹底する。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除を⾏い、有害動物の密度を低
下させる。

・タネバエ及び雑草対策として完熟堆肥を⽤い、未熟な堆肥や有
機質肥料の使⽤を避ける。

・有害動物（線⾍）対策として、栽培予定ほ場で、作付け前に対
抗植物を栽培する。

・初期⽣育の確保や⼟壌伝染性の有害植物の予防のため、⾼畝栽
培や畝⽴と同時には種を⾏う。

・作型や品種特性を考慮し、地域で栽培可能な抵抗性品種を利⽤
する。

・健全な種⼦（特にウイルス病に関しては無病株から採取した種
⼦）を使⽤する。

・種⼦消毒を⾏う。
・適正な裁植密度では種する。また、は種後の⿃害回避のため、
できるだけ⼤きな⾯積で⼀⻫には種する。

・雑草の発⽣状況を確認し、中耕及び培⼟を適期に適正な回数⾏
う。

・栽培終了後、作物残さを集めてほ場外で適切に処分する。また
は、トラクター等により深くすき込みを⾏う。

・⼟壌消毒を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・ウイルス病や⼟壌伝染性の有害植物の対策のため、発病株を発
⾒次第、早期に抜き取ってほ場外に持ち出し、適切に処分する。

・⽣物農薬を活⽤する。
・除草剤の選択に当たっては、栽培⽅法に準じた適切な除草剤を
選定し、発⽣状況に応じて適切に散布する。

紫斑病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・健全な種⼦を使⽤する。
・種⼦消毒を⾏う。
・連作を避ける。
・成熟後、速やかに収穫及び乾燥作業を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・被害茎葉を集めてほ場外に持ち出し、適切に処分する。
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布を実
施する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草（クローバー等のまめ科植物及びな
す科植物等）の除草等を⾏い、本指定有害動植物による伝染性
ウイルス病の予防を図る。

・有翅⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシルバ
ーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置す
る。

・種⼦処理剤⼜はは種時のまき溝処理が可能な薬剤を使⽤する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
⼤⾖ アブラムシ類(続き) （判断、防除に関する措置）

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

吸実性カメムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除を⾏い、発⽣密度の低下を図
る。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、適期に
薬剤散布等を実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が着莢(きょう)部に⼗分付着す
るよう、丁寧に散布する。

フタスジヒメハムシ （予防に関する措置）
・種⼦処理剤⼜はは種時のまき溝処理が可能な薬剤を使⽤する。
・収穫後に速やかに耕起を⾏い、ほ場内の作物残さをすき込む。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を⾏う。

マメシンクイガ （予防に関する措置）
・連作を避ける。
・収穫後に速やかに耕起を⾏い、ほ場内の作物残さをすき込む。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を⾏う。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
野菜全般 【⼀般事項】 （予防に関する措置）

・栽培に適した⽔はけの良いほ場を選択する。⽔はけの悪いほ場
に作付けする場合には、⾼畝とする等、排⽔対策を実施する。

・同⼀ほ場での連作は避け、輪作を⾏う。
・間作や輪作作物として、⼟壌中の有害動植物の密度を低下させ
る作物（対抗植物）を栽培する。

・健全な種苗を使⽤する。
・有害動植物の発⽣を予防するため、作型と品質を考慮しながら、
抵抗性品種を選択する（台⽊を含む。）。

・育苗においては、有害動植物に汚染されていない培⼟や資材を
⽤いる。また、前作で有害動植物の発⽣が認められていない育
苗ほ場を選択する。

・健全な育苗のために、適正なは種量や施肥量を遵守し、⾼温多
湿を避ける。

・ほ場には、健全な苗のみを定植する。
・防⾍ネット、光反射シート等の使⽤により、育苗施設や育苗ほ
場への有害動物の侵⼊を防⽌する。有害動物の発⽣が認められ
た場合には、早期に防除する。

・ほ場への雑草種⼦の持込み及び雑草を発⽣源とする有害動物の
⾶込みを抑制するため、ほ場周辺の雑草の防除に努める。

・べたがけ資材、防⾍ネット、マルチ等を使⽤し、有害動物の⾶
来、産卵及び蛹(よう)化を防ぐ。

・施設栽培においては、ＬＥＤライト、紫外線除去フィルム、防
⾍ネット、粘着シート等の使⽤により、有害動植物の施設内へ
の侵⼊防⽌⼜は発⽣抑制を図る。ただし、受粉を⽬的として蜜
蜂等を利⽤する場合には、紫外線除去フィルムの使⽤が蜜蜂等
の活動に影響を与えることに留意する。

・施設栽培での防⾍ネットの利⽤に当たっては、対象とする有害
動物に適した⽬合いのネットを選択する。⽬合いが細かい場合、
通気性が悪くなることに留意する。

・⼟壌からの有害植物の伝染を防⽌するため、マルチの敷設を⾏
う。

・⼟壌伝染性の有害動植物の拡散防⽌のため、耕起等の作業を⾏
う際には、有害動植物の発⽣がない、⼜は発⽣程度の低いほ場
から順に⾏う。

・⼟壌伝染性の有害植物や有害動物（線⾍）の発⽣が懸念される
ほ場においては、植付け前に⼟壌消毒（⼟壌還元消毒、熱利⽤
⼟壌消毒等を含む。）を実施する。

・⼟壌診断に基づく適正な施肥、⼟壌ｐＨの矯正、品種に応じた
適正な栽植密度、品種や作型に応じた適正な摘葉・整枝、施設
内が⾼温・多湿にならないための適正なかん⽔及び換気、有害
植物の発⽣しにくい時期の作付け等による、適切な栽培管理を
⾏う。

・雑草抑制のため、マルチ等により、畝⾯、通路等の全⾯を被覆
する。利⽤可能であれば、⽣分解性マルチ、再⽣紙マルチ等を
使⽤する。

・次期作における有害動植物の発⽣及び伝染源となることから、
栽培終了後の作物残さを適切に処分する。

・有害植物の伝染を防⽌するため、管理作業に使⽤するはさみ、
⼿袋等をこまめに消毒する。

・雑草や⼟壌伝染性の有害動植物の拡散防⽌のため、農機具、⻑
靴等をこまめに洗浄及び消毒する。

・細菌病の発⽣を抑制するため、降⾬直後の管理作業を避ける。
・⼤規模産地⼜はほ場では、地域全体で性フェロモン剤を処理し、



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
野菜全般 【⼀般事項】（続き） 交信かく乱による地域全体の有害動物の発⽣密度抑制を図る。

・種⼦処理剤⼜は育苗期若しくは定植時に使⽤可能な薬剤を施⽤
する。

（判断、防除に関する措置）
・防除の要否、防除時期の判断材料とするため、⼟着天敵の発⽣
定着状況を定期的に確認する。

・⽣物農薬を活⽤する。
・発病葉、発病果、寄⽣果等を放置せず、ほ場外で適切に処分す
る。

・ウイルスや細菌などによる回復が困難な有害植物による発病株
を発⾒した場合には、早急に抜き取って、ほ場外で適切に処分
する。

・作物残さは有害動植物の発⽣及び伝染源となることから、速や
かに適切に処分する。

アスパラガ アザミウマ類 （予防に関する措置）
ス ・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

いちご うどんこ病 （予防に関する措置）
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・窒素過多を避ける。
・施設栽培では、換気や⾵通しを良くする。
・茎葉の過繁茂を避けるため、摘葉を実施する。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・紫外線（ＵＶ－Ｂ）ライトを活⽤する。
・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏に⼗分付着するよう、丁
寧に散布する。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期から薬剤散布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

炭疽病 （予防に関する措置）
・窒素過多を避ける。
・親株には、未発⽣ほ場で育てた健全な苗を使⽤する。
・育苗中は、⾬よけ育苗や底⾯給⽔を実施する。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
いちご 炭疽病（続き） （判断、防除に関する措置）

・発病株を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発病を確認してからの防除は困難であることから、発⽣予察情
報を参考に、発病前から定期的に薬剤散布を実施する。

・発⽣状況に応じて、⼟壌消毒を実施する。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・多湿条件で発⽣しやすいことから、施設内の湿度を低く保つ。
・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・過繁茂にならないように、適正な施肥管理を⾏う。敷わら⼜は
マルチの敷設により、果実が地表⾯に接触しないようにする。

（判断、防除に関する措置）
・枯死葉、⽼化葉、発病葉、発病果等を除去し、ほ場外で適切に
処分する。

・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的として蜜蜂等を利⽤する場合には、
紫外線除去フィルムの使⽤が蜜蜂等の活動に影響を与えること
に留意する。

・マルチの敷設により、⼟中での蛹(よう)化を防ぐ。
・施設栽培においては、栽培終了時に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・粘着シート等による誘殺を⾏い、発⽣状況の早期把握に努める。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による被害株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・発⽣初期に、薬剤散布を重点的に実施する。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的として蜜蜂等を利⽤する場合には、
紫外線除去フィルムの使⽤が蜜蜂等の活動に影響を与えること
に留意する。

・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
いちご アブラムシ類（続き） （判断、防除に関する措置）

・⼟着天敵を活⽤する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏に⼗分付着するよう、丁
寧に散布する。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による被害株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

コナジラミ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的として蜜蜂等を利⽤する場合には、
紫外線除去フィルムの使⽤が蜜蜂等の活動に影響を与えること
に留意する。

・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。

・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・密度低減のため、幼⾍が寄⽣している下葉を除去する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・成⾍密度の低下のため、粘着シート等を設置する。
・密度が⾼まると防除が難しくなることから、発⽣予察情報を参
考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、発⽣初期に薬剤
散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、苗の⼆酸化炭素くん蒸
を実施し、⼜は育苗床での防除を徹底する。

・新葉の展開に伴い、不要な下葉を除去する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・気⾨封鎖剤を散布する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
えんどう 萎ちょう病 （予防に関する措置）

・えんどう以外の作物を輪作する。
・健全な種⼦を使⽤する。
・種⼦消毒を⾏う。
・直まきにより発病を遅らせ、発⽣程度を低くする。
・作業後は農機具を洗浄し、⼟壌を介した侵⼊及びまん延防⽌に
努める。

（判断、防除に関する措置）
・は種前に⼟壌消毒を⾏う。
・栽培期間中は、ほ場の⾒回り等による病徴の早期発⾒に努める。
・発病株を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。

ほうれんそ アブラムシ類 （予防に関する措置）
う ・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

・露地栽培では、は種時から幼苗期頃まで、不織布をべたがけす
る。

・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により施設内への侵⼊を防⽌
する。

・施設栽培では、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

キャベツ 菌核病 （予防に関する措置）
・宿主植物の連作及び輪作を避ける。
・密植を避け、⾵通しを良くし、過湿状態にならないようにする。
・窒素過多を避ける。
・⽥畑輪換や夏季の湛(たん)⽔処理により、菌核を死滅させる。
・天地返し等で菌核を⼟中深くに埋め込む。

（判断、防除に関する措置）
・発病株を早期に抜き取り、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、前年の発⽣状況や本年の気象等から発
⽣が多くなると予想される場合には、ほ場の⾒回り等による発
病株の早期発⾒に努め、適期に薬剤散布等を実施する。

・地際部を重点的に、薬剤散布を実施する。
・作物残さを適切に処分する。

⿊腐病 （予防に関する措置）
・種⼦消毒を⾏う。
・⾬よけ施設で育苗する。
・あぶらな科作物の連作を避ける。
・地下⽔位の⾼いほ場や⽔はけの悪いほ場では、ほ場の排⽔を良
好に保ち、過湿状態にならないようにする。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
キャベツ ⿊腐病（続き） ・抵抗性品種を使⽤する。

・窒素過多を避ける。
・他の害⾍の⾷害痕からの本病の侵⼊を防ぐため、害⾍の防除も
徹底する。

・中耕作業によって⽣じる傷⼝は本指定有害動植物の侵⼊⼝とな
ることから、発⽣ほ場では中耕作業を控え、⼜は株際の中耕作
業を避け､植物体をなるべく傷つけないよう留意する。

（判断、防除に関する措置）
・発病株を早期に抜き取り、ほ場外で適切に処分する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、適期に薬剤散布等を実施する。

・降⾬が予想される場合、⼜は強⾵⾬等で傷が付いた場合には、
薬剤散布を実施する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・育苗床を防⾍ネット等により被覆する。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

モンシロチョウ （予防に関する措置）
・育苗床を防⾍ネット等により被覆する。
・ヘアリーベッチ、⼤⻨等を使⽤したリビングマルチの活⽤によ
り、密度抑制を図る。

・ほ場周辺の雑草（特にあぶらな科雑草）の防除に努める。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、若齢幼⾍時に薬剤散
布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

だいこん アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
はくさい アブラムシ類 （予防に関する措置）

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・結球内部に寄⽣すると防除が難しくなるとともに、品質の低下
を招くおそれがあることから、結球前の防除を徹底する。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。

きゅうり うどんこ病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・窒素過多を避ける。
・乾燥条件下で多発しやすいことから、施設栽培では乾燥を避け
る。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発病葉を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

褐斑病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・⾵通しを良くするために、密植を避け適宜摘葉する。
・施設内の換気をこまめに⾏い、通路にわら、もみ殻等を敷くこ
とにより、⾼温・多湿を避ける。

・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・⽀柱等の農業⽤資材をこまめに消毒する。
・窒素過多及び肥料切れを避ける。

（判断、防除に関する措置）
・発病葉を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、適期に薬剤散布等を実施する。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

炭疽病 （予防に関する措置）
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・⽀柱等の農業⽤資材をこまめに消毒する。
・マルチの敷設により、地表⾯からの本指定有害動植物の跳ね返
りを防⽌する。

・窒素過多を避ける。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
きゅうり 炭疽病(続き) （判断、防除に関する措置）

・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・多⾬時に発病が多いことから、発⽣予察情報等を参考に、薬剤
散布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・多湿条件で発⽣しやすいことから、施設内の湿度を低く保つ。
・⾵通しを良くするため、密植を避ける。
・過繁茂にならないよう、適正な施肥管理、整枝を⾏う。
・施設栽培においては、紫外線除去フィルムや防消滴フィルムを
活⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・発病葉、発病果等を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

斑点細菌病 （予防に関する措置）
・⼟壌⽔分の多いほ場で発⽣が多いことから、⼟壌⽔分を適正に
維持する。

・はさみ等の農業⽤資材をこまめに消毒する。
・健全な種⼦を使⽤する。
・窒素過多を避ける。
・マルチの敷設により、地表⾯からの跳ね返りと湿度上昇を防⽌
する。

・発病ほ場では、ほ場をかん⽔した後、透明のポリマルチを被せ
ることによる太陽熱消毒も活⽤する。

・うり科作物との輪作を避ける。

（判断、防除に関する措置）
・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

・作物残さを適切に処分する。

べと病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・健全な苗を使⽤する。
・マルチの敷設を⾏う。
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・露地栽培では、⾬よけを⾏う。
・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・施設栽培においては、換気を⼗分に⾏い、過湿防⽌に努める。
・肥料切れにならないよう、適正な施肥管理を⾏う。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
きゅうり べと病(続き) （判断、防除に関する措置）

・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、
丁寧に散布する。

・露地栽培では、降⾬後に多く発⽣することから、降⾬の前後に
薬剤散布を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、⾚⾊防⾍ネット、紫外線除去フィルム、
シルバーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊
を防⽌する。

・マルチの敷設により、⼟中での蛹(よう)化を防ぐ。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・⽣物農薬を活⽤する。化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統
の薬剤の連続使⽤を避け、異なる系統の薬剤によるローテーシ
ョン散布を⾏う。さらに、地域内で薬剤抵抗性が確認されてい
る薬剤を使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・無寄⽣苗を使⽤する。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による被害株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
きゅうり コナジラミ類 （予防に関する措置）

・無寄⽣苗を使⽤する。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。

・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・成⾍密度の低下のため、粘着シート等を設置する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による被害株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

すいか アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的として蜜蜂等を利⽤する場合には、
紫外線除去フィルムの使⽤が蜜蜂等の活動に影響を与えること
に留意する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
レタス 菌核病 （予防に関する措置）

・宿主植物の連作及び輪作を避ける。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、苗床での薬剤散布を実
施する。

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・⾬よけ栽培を⾏う。
・施設やトンネル栽培では、低温・多湿にならないよう、換気に
留意する。

・マルチ栽培を⾏い、⼦のう胞⼦の⾶散を抑制する。
・施設栽培においては、紫外線除去フィルムを使⽤する。
・夏季に湛(たん)⽔処理を⾏う。
・栽培終了後は、発病株や作物残さをほ場に残さず、速やかに適
切に処分する。

（判断、防除に関する措置）
・発病株は菌核が形成される前に速やかに除去し、ほ場内に放置
せず適切に処分する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、密植栽培を避け、全⾯ポ
リマルチの敷設等により、湿度低下に努める。降⾬等で地下⽔
位が例年より⾼いほ場では、特に注意する。

・株間の湿度低下のため、畝内や株元の除草に努める。
・施設栽培においては、紫外線除去フィルムを使⽤する。
・切り⼝が早く乾くよう、収穫作業は晴天が続く時に⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・病斑部は伝染源となることから、速やかに除去し、ほ場外で適
切に処分する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により施設内への侵⼊を防⽌
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
適期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
トマト うどんこ病 （予防に関する措置）

・⾵通しを良くするため、密植及び過繁茂を避ける。
・乾燥条件下で多発しやすいことから、施設栽培では乾燥を避け
る。

（判断、防除に関する措置）
・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤防除を実施する。

疫病 （予防に関する措置）
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・早朝の加温、換気、マルチの敷設等により、施設内の湿度を低
く保つ。

・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・⾬よけ栽培を⾏う。
・輪作を実施する。
・敷わら⼜はマルチの敷設で⼟が跳ね上がらないようにする。
・窒素過多を避ける。

（判断、防除に関する措置）
・発病葉及び発病果を速やかに取り除き、ほ場外で適切に処分す
る。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液は葉裏にも付着するよう、丁寧
に散布する。

・作物残さを適切に処分する。

⻩化葉巻病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・本指定有害動植物を媒介するタバココナジラミの防除を⾏う。
・タバココナジラミの無寄⽣苗を使⽤する。
・タバココナジラミの発⽣源となるほ場内及びその周辺の雑草の
防除に努める。

・防⾍ネット、粘着シート等の活⽤により、施設内へのタバココ
ナジラミの侵⼊を防⽌する。

・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理や作物残さの適
切な処分を⾏う。

（発⽣、防除に関する措置）
・タバココナジラミの防除に当たっては、⽣物農薬も活⽤する。
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期にタバココナジ
ラミの防除を実施する。

・発病株の早期発⾒に努め、速やかに適切に処分する。

すすかび病 （予防に関する措置）
・⾵通しを良くするために、密植及び過繁茂を避ける。
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、施設栽培では、換気やか
ん⽔量に注意する。

（判断、防除に関する措置）
・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
トマト すすかび病(続き) ・薬剤散布を⾏う場合には、薬液は葉裏にも⼗分付着するよう、

丁寧に散布する。
・作物残さを適切に処分し、収穫後の施設内の殺菌を⾏う。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、施設栽培では、暖房、送
⾵、換気等により、施設内の湿度を低く保つ。

・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・過繁茂にならないよう、適正な施肥管理を⾏う。
・施設栽培においては、防曇・流滴性フィルムを活⽤する。
・マルチの敷設により、地表⾯からの本指定有害動植物の伝染を
防⽌する。

・幼果に残った花弁⼜は病斑部をできるだけ取り除き、ほ場外に
持ち出し、適切に処分する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤散布は、晴れた⽇の午前中に⾏う。また、施設栽培では、
曇⾬天が続いて薬液が乾きにくい場合には、くん煙剤の使⽤も
有効である。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

葉かび病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・種⼦消毒を⾏う。
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、施設栽培では、暖房、送
⾵、換気等により、施設内の湿度を低く保つ。

・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・窒素過多及び肥料切れを避ける。
・過度のかん⽔及び密植を避ける。
・マルチ内へのかん⽔の実施や、通路にもみ殻を敷く。
・発⽣ほ場で使⽤した農業⽤資材の消毒を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発病茎葉は本指定有害動植物の伝染源となることから、速やか
に除去し、ほ場外で適切に処分する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的としてマルハナバチを利⽤する場
合には、紫外線除去フィルムの使⽤がマルハナバチの活動に影
響を与えることに留意する。

・マルチの敷設により⼟中での蛹化を防ぐ。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
トマト アザミウマ類(続き) （判断、防除に関する措置）

・粘着シート等による誘殺を⾏い、発⽣状況の早期把握に努める。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的としてマルハナバチを利⽤する場
合には、紫外線除去フィルムの使⽤がマルハナバチの活動に影
響を与えることに留意する。

・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

コナジラミ類 （予防に関する措置）
・無寄⽣苗を使⽤する。
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、受粉を⽬的としてマルハナバチを利⽤する場
合には、紫外線除去フィルムの使⽤がマルハナバチの活動に影
響を与えることに留意する。

・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・成⾍密度の低下のため、粘着シート等を設置する。
・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択
する。

・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
なす うどんこ病 （予防に関する措置）

・ほ場内及びその周辺の宿主植物の除去を実施する。
・⾵通しを良くするために、密植を避け過繁茂にならないよう、
施肥管理を⾏うとともに、適正な整枝及び摘葉に努める。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

すすかび病 （予防に関する措置）
・密植及び過湿を避け、窒素過多にならないよう、適正な施肥管
理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発病部位を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、適期に薬剤散布等を実施する。特に中・下位葉の葉
裏に発病しやすいことに留意し、観察する。

・作物残さを適切に処分する。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、施設内の湿度を低く保つ。
・過繁茂にならないよう、適正な施肥管理を⾏う。
・⾵通しを良くするために、密植を避ける。
・花弁を速やかに除去し、果実での発病を防ぐ。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発病茎葉や発病果等を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分す
る。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を使⽤しない。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、紫外線除去フィルムを使⽤する場合には、果
⽪の着⾊不良が⽣じるおそれがあることに留意する。

・マルチの敷設により、⼟中での蛹化を防ぐ。
・施設栽培においては、栽培終了後に蒸込み処理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・粘着シート等による誘殺を⾏い、発⽣状況の早期把握に努める。
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
なす アブラムシ類 （予防に関する措置）

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐ。
・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。ただし、紫外線除去フィルムを使⽤する場合には、果
⽪の着⾊不良が⽣じるおそれがあることに留意する。

・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

・⼟着天敵の保護及び活⽤のため、障壁作物を栽培する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、⼟着天敵への影響が⼩さい薬剤や、
選択性のある薬剤を使⽤し、⼟着天敵を保護する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・苗を介したほ場への持込みを防ぐ。
・施設内温度が⾼いほど増殖が旺盛となることから、適正な温度
管理に努める。

・発⽣施設では、栽培終了後に施設を密閉し、蒸込み処理を⾏い、
施設外への分散を防⽌する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

ばれいしょ 疫病 （予防に関する措置）
(じゃがい ・抵抗性品種を使⽤する。
も) ・健全な種いもを使⽤する。

・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・適正な施肥管理を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、適期に薬剤散布を実施
する。

・発病株を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・作物残さを適切に処分する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ばれいしょ アブラムシ類(続き) ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
(じゃがい する。
も)

（判断、防除に関する措置）
・ウイルス病を媒介することから、発⽣予察情報を参考に、ほ場
の⾒回り等による早期発⾒に努め、発⽣初期から薬剤散布等を
実施する。

・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。

ジャガイモシストセン ①未発⽣地域の場合
チュウ （予防に関する措置）

・抵抗性品種を使⽤する。
・健全な種いもを使⽤する。
・農機具、⻑靴等を洗浄し、発⽣地域から未発⽣地域への⼟壌を
介した侵⼊防⽌に努める。

・輪作を実施する。
・収穫後の野良いもを除去する。
・⼟壌凍結を促進するため、雪割りを実施する。

（判断、防除に関する措置）
・⼟壌検診を実施し、早期発⾒に努める。

②発⽣地域の場合
（予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・健全な種いもを使⽤する。
・農機具、⻑靴等を洗浄し、発⽣ほ場からの⼟壌を介したまん延
防⽌に努める。

・輪作を実施する。
・発⽣密度の上昇を防⽌するため、収穫後の野良いもを除去する。
・⼟壌凍結を促進するため、雪割りを実施する。
・⾵⾬による⼟壌の流出を防⽌するため、防⾵対策や排⽔溝の整
備を実施する。

（防除に関する措置）
・対抗植物を栽培する。
・⼟壌消毒を実施する。

ピーマン うどんこ病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・過繁茂を避け、⽇当たり及び⾵通しを良好に保つ。
・乾燥条件下で多発しやすいことから、⽔管理に留意する。
・窒素過多を避ける。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ピーマン アブラムシ類 （予防に関する措置）

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ、シルバー
テープ⼜は紫外線除去フィルム（施設栽培）を設置する。

・施設栽培では、施設開⼝部を防⾍ネットや寒冷紗(しゃ)により
被覆する。

（判断、防除に関する措置）
・⽣物農薬を活⽤する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

たまねぎ ⽩⾊疫病 （予防に関する措置）
・被害の多いほ場及びその周辺で栽培しない。
・苗床及びほ場の排⽔を良好に保つ。
・窒素過多を避ける。
・１年から２年間の輪作を⾏う。
・定植（移植）の際は、健全な苗を厳選し、保菌苗を持ち込まな
い。

・過去に発病したほ場や被害の多いほ場の周辺で栽培しない。

（判断、防除に関する措置）
・発病葉や発病株を速やかにほ場外へ持ち出し、適切に処分する。
・本指定有害動植物は⽔媒伝染することから、降⾬前後の防除を
徹底する。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
適期に薬剤散布等を実施する。

べと病 （予防に関する措置）
・越年発病株を速やかに取り除く。
・明暗きょにより排⽔路を確保する等、ほ場内の排⽔対策を実施
する。

・過去に発病したほ場では育苗しない。
・発⽣状況に応じて、苗床の⼟壌消毒を実施する。
・苗床の発病株を適切に処分する。
・前作での発病程度に応じて、連作を回避し（ほ場をローテーシ
ョンする）、⼜はほ場での夏季の湛(たん)⽔処理を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
適期に薬剤散布等を実施する。

・ほ場において、発病株を速やかに取り除き、ほ場内及びその周
辺に残さないよう適切に処分する。

・作物残さを適切に処分する。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・苗を介したほ場への持込みを防ぐため、育苗床での防除を徹底
する。

・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・反射シートや⾚⾊ネットで侵⼊を予防する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
たまねぎ アザミウマ類（続き） （判断、防除に関する措置）

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

にんじん ⿊葉枯病 （予防に関する措置）
・健全な種⼦を使⽤する。
・連作を避ける。
・多湿とならないよう、ほ場の排⽔を良好に保つ。
・乾燥条件下で多発しやすいことから、敷わらやかん⽔により乾
燥を防ぐ｡

・肥料切れにならないよう、適正な施肥管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

ねぎ ⿊斑病 （予防に関する措置）
・⾬よけ栽培を⾏う。
・多発ほ場では、連作を避ける。
・多湿条件下で発⽣しやすいことから、ほ場の排⽔を良好に保ち、
⾵通しを良くするために、密植を避ける。

・窒素過多及び肥料切れを避ける。

（判断、防除に関する措置）
・発病茎葉を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

さび病 （予防に関する措置）
・⾬よけ栽培を⾏う。
・肥料切れにならないよう、適正な施肥管理を⾏う。
・窒素過多を避ける。

（判断、防除に関する措置）
・発病茎葉や発病株を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

べと病 （予防に関する措置）
・⾬よけ栽培を⾏う。
・多発ほ場では、連作を避ける。
・ほ場の排⽔を良好に保つ。
・⾵通しを良好に保つ。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ねぎ べと病(続き) （判断、防除に関する措置）

・発病茎葉及び発病株を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分す
る。

・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
適期に薬剤散布等を実施する。

・作物残さを適切に処分する。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・露地栽培ではシルバーマルチによる被覆を、施設栽培では防⾍
ネットによる被覆及び施設周囲への光反射シートの敷設を⾏
う。

・マルチの敷設により、⼟中での蛹(よう)化を防ぐ。

（判断、防除に関する措置）
・粘着シート等による誘殺を⾏い、発⽣状況の早期把握に努める。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・作物残さを適切に処分する。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・育苗期間中に、防⾍ネット、べたがけ資材等により被覆する。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

ネギコガ （予防に関する措置）
・防⾍ネット等の活⽤により、成⾍の圃場内への侵⼊防⽌に努め
る。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

ネギハモグリバエ （予防に関する措置）
・施設栽培では、施設開⼝部を防⾍ネット、寒冷紗(しゃ)等によ
り被覆する。

・施設栽培では、本指定有害動植物の施設内への侵⼊防⽌のため、
紫外線除去フィルムを使⽤する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ねぎ ネギハモグリバエ （判断、防除に関する措置）

(続き) ・粘着シート等による誘殺を⾏い、成⾍の発⽣時期及び発⽣量の
早期把握に努める。

・施設栽培では、成⾍の密度低下のため、粘着シート等を多数設
置する。

・被害葉及び作物残さは本指定有害動植物の発⽣源となることか
ら、速やかに適切に処分する。

・発⽣予察情報、ほ場の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

はす (れん ハスクビレアブラムシ （予防に関する措置）
こん) (クワイクビレアブラ ・ほ場内及びその周辺の雑草や野⽣の寄主植物を除去する。

ムシ) ・ほ場への野⽣の寄主植物の流⼊を防⽌する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

さつまいも 基腐病 ①未発⽣地域の場合
(かんしょ) （予防に関する措置）

・健全な種いも及び苗の使⽤を徹底する。
・育苗を実施する場合には、苗床の⼟壌消毒を実施する。
・採苗を実施する際には、地際部から５ cm 以上切り上げて採苗
し、採苗当⽇に苗消毒を実施する。

・農機具、⻑靴等を洗浄し、本指定有害動植物の侵⼊防⽌に努め
る。

（判断、防除に関する措置）
・ほ場の⾒回り等による発病株の早期発⾒に努め、発病株を確認
した場合には、速やかに抜き取り、ほ場外に持ち出すとともに、
周辺の株に薬剤散布を実施する。

②発⽣地域の場合
（予防に関する措置）
・本指定有害動植物が多発したほ場では、次期作のさつまいも栽
培を控え、輪作等を実施する。

・抵抗性品種を使⽤する。
・健全な種いも及び苗の使⽤を徹底する。
・本指定有害動植物の未発⽣ほ場から、種いもを採取する。育苗
を実施する場合には、苗床の⼟壌消毒を実施する。

・苗床に本指定有害動植物の発⽣が確認された場合には、発病株
を速やかに施設外に持ち出し、適切に処分する。

・採苗を実施する際には、地際部から５ cm 以上切り上げて採苗
し、採苗当⽇に苗消毒を実施する。

・発⽣ほ場で使⽤した農業⽤資材⼜は農機具を別のほ場で使う場
合には、消毒や洗浄を⼗分に実施する。

・植付前には、ほ場の排⽔対策を徹底する。
・早植え及び早掘りにより、被害が軽減できる傾向があることか
ら、作型の変更を検討する。

・作物残さ等が感染源となるため、収穫後は速やかに取り除くと
ともに、耕起等により、ほ場内に残った作物残さの分解促進を
図る。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
さつまいも 基腐病(続き) （判断、防除に関する措置）
(かんしょ) ・ほ場の⾒回り等による発病株の早期発⾒に努め、適期に薬剤散

布等を実施する。
・茎葉散布による防除を実施する場合には、葉よりも株元や茎に
⼗分に薬液が付着するよう散布する。

・発病株を確認した場合には、速やかに抜き取り、ほ場外に持ち
出すとともに、周辺の株に薬剤散布を実施する。

・発⽣状況に応じて、⼟壌消毒を実施する。

ナカジロシタバ （判断、防除に関する措置）
・幼⾍の齢期が進むと摂⾷量が多くなり、また、薬剤の効果が現
れにくくなることから、発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り
等による早期発⾒に努め、若齢から中齢期までに薬剤散布等を
⾏う。

・葉裏に幼⾍が⽣息していることから、薬剤散布を⾏う場合には、
薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、丁寧に散布する。

さといも アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草の防除に努める。
・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

きく ⽩さび病 （予防に関する措置）
・健全な親株を⽤いる。
・抵抗性品種を使⽤する。
・株元へのかん⽔を実施する。
・施設栽培では、施設内が多湿にならないよう、不要な下葉や脇
芽を除去し、密植を避け、換気を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発病葉を速やかに除去し、ほ場外で適切に処分する。
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による初期発⽣の把握
に努め、発⽣初期から定期的に薬剤散布を実施する。

・薬剤耐性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草及び作物残さを適切に処分する。
・ほ場内への本指定有害動植物の侵⼊を防⽌するため、ほ場全体
（施設栽培では開⼝部）を防⾍ネットにより被覆する。

・施設栽培では、発⽣抑制のため、紫外線除去フィルムを使⽤す
る。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
きく アザミウマ類(続き) ・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル

バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、本指定有害動植物の
施設内への侵⼊を防⽌する。

・マルチの敷設により、⼟中での蛹(よう)化を防ぐ。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草及び作物残さを適切に処分する。
・ほ場内への本指定有害動植物の侵⼊を防⽌するため、施設栽培
開⼝部を防⾍ネットにより被覆する。

・施設栽培においては、防⾍ネット、紫外線除去フィルム、シル
バーマルチ、粘着シート等の活⽤により、施設内への侵⼊を防
⽌する。

・有翅(し)⾍の⾶来を防⽌するため、シルバーマルチ若しくはシ
ルバーテープ⼜は⾵上⽅向に防⾵垣若しくは防⾵ネットを設置
する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・ほ場内及びその周辺の雑草及び作物残さを適切に処分する。
・苗を介したほ場への持込みを防⽌する。
・施設内温度が⾼いほど本指定有害動植物の増殖が旺盛となるこ
とから、適正な温度管理に努める。

・施設栽培において多発した場合には、改植時に施設内の作物残
さを全て除去し、７⽇から 10⽇間程度密閉し、蒸込み処理を⾏
う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、ほ場の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、
丁寧に散布する。

・施設栽培では、くん煙剤の使⽤も有効である。
・薬剤抵抗性が発達しやすいため、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を
避け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さ
らに、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
果樹全般 【⼀般事項】 （予防に関する措置）

・新植及び改植時には、健全な苗⽊を使⽤する。
・園地周辺における放任園の有無や、園地及びその周辺に発⽣す
る有害動植物及び⼟着天敵を把握する。

・間伐、縮伐、整枝⼜はせん定により園地や樹冠内部の⾵通し・
採光を良好にし、有害動植物が発⽣しにくい環境を作るととも
に、防除作業の効率化及び薬剤散布時の散布むらの削減を図る。

・樹勢や根の活性を良好に保ち、有害植物の発⽣しにくい樹体と
するため、⼟壌診断の結果や樹の⽣育状況を踏まえた適正な施肥
管理を⾏う。

・胴腐らんの早期発⾒及び次期作における有害動物の発⽣軽減の
ため、冬季に粗⽪削りを実施する。削りくずは、集めて適切に処
分する。

・越冬する有害動物の抑制のため、産卵⼜は越冬できる環境（バ
ンド巻き）を作り出し、集まった有害動物を処分する。

・次期作における有害動植物の発⽣源となる落葉、枯れ草、せん
定した枝等を速やかに収集し、園地外へ搬出し、⼟中に埋める等
により、適切に処分する。

・種⼦で増殖する雑草の発⽣を少なくするため、結実前に除草を
実施する。

・性フェロモン剤が利⽤可能な有害動物に対しては、交信かく乱
による密度抑制を図る。

（判断、防除に関する措置）
・有害動植物の発⽣部位（枝、葉、花、果実等）を除去し、園地
外へ搬出し、適切に処分する。なお、除去作業は、せん定時の
みならず、⽣育期間を通じて随時実施する。

・樹冠下の下草管理として、機械除草、マルチの敷設による抑草、
草種等を考慮した除草剤施⽤を⾏う。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ばら科植物 クビアカツヤカミキ （予防に関する措置）

リ ・周辺地域のさくら等を含めたばら科植物の被害の有無につい
て、情報収集に努める。

（判断、防除に関する措置）
・被害樹の伐採・抜根を⾏う。伐採後の被害樹・せん定枝は放置
せずに、適切に処分する。また、抜根できない場合には、伐採
後にシート等で根を覆う。

・伐採・抜根が困難な被害樹では、成⾍の分散を予防するため、
春季にネット巻きを⾏う。定期的に⾒回り、ネットの中に成⾍を
確認した場合には、速やかに殺⾍する。

・既発⽣地域の園地では、幼⾍活動時期にこまめに園地内を⾒回
り、フラスの有無を確認する。

・幼⾍に対して、幼⾍活動時期に薬剤処理、刺殺および捕殺を⾏う。
・成⾍に対して、薬剤処理および捕殺を⾏う。
・特定外来⽣物に指定されていることから、防除に当たっては、
特定外来⽣物による⽣態系等に係る被害の防⽌に関する法律（平
成 16年法律第 78号）の遵守に留意する。

うめ かいよう病 （予防に関する措置）
・本指定有害動植物は強⾵による傷から感染することから、防⾵
垣や防⾵網等を設置することにより、防⾵対策を実施する。

・園地の排⽔を良好に保つ。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

⿊星病 （予防に関する措置）
・⾵通しや排⽔が不良な園地では多発しやすいことから、整枝せ
ん定や排⽔対策を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・春先から気温が⾼く、⾬の多い年には、特に発⽣状況に留意す
る。

・品種による発病差が⼤きく、特に⼩梅で発病が多いことに留意
し、発⽣状況を確認する。

・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、感染初期に薬剤散布
等を実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が樹冠内部まで⼗分に付着する
よう、丁寧に散布する。

かき 炭疽病 （予防に関する措置）
・園地が過湿にならないよう、排⽔対策を実施する。
・本指定有害動植物は強⾵による傷から感染することから、防⾵
林、防⾵垣等を設置することにより、防⾵対策を実施する。

・窒素肥料の過⽤を避け、枝梢の充実を図る。
・せん定時に病斑のある枝を除去し、園地外に持ち出し、適切に
処分する。

・本指定有害動植物はカメムシ類の吸汁痕から感染しやすいと考
えられることから、カメムシ類の防除に努める。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
かき 炭疽病(続き) （判断、防除に関する措置）

・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・台⾵等による強⾵⾬の後には、薬剤散布を実施する。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・寄主植物が多く雑草等で繁殖することから、園地内及びその周
辺の下草や雑草の管理を⾏う。

・株元に光反射シートのマルチを敷設する。なお、樹冠専有⾯積
が⼤きいと効果が低くなることに留意する。

・主要な発⽣源である防⾵樹のいぬまき、さんごじゅ、いすのき
等での発⽣状況に留意する。（チャノキイロアザミウマ）

・園地周辺の放任の茶樹を適切に管理する。（チャノキイロアザミ
ウマ）

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

カイガラムシ類 （予防に関する措置）
・新植及び改植時には、本指定有害動植物が寄⽣していない健全
な苗⽊を使⽤する。

・冬季に粗⽪削りを⾏い気⾨封鎖剤を散布する。

（判断、防除に関する措置）
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する。
・ろう物質を充分分泌していない幼⾍ふ化期が防除適期に当たる
ことから、発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬
剤散布等を実施する。

・本指定有害動植物の発⽣が認められない場合には薬剤散布を控
え、⼟着天敵の保護に努める。

・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択
する。

・果実とへたの間など、薬液が付着しにくい部位への寄⽣が多い
ことから、薬剤散布を⾏う場合には、丁寧に散布する。（フジコ
ナカイガラムシ）

カキノヘタムシガ （予防に関する措置）
・冬季に粗⽪削りを⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・被害果を速やかに除去し、適切に処分する。
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、幼⾍発⽣期に薬剤散
布等を実施する。

ハマキムシ類 （予防に関する措置）
・地域全体で交信かく乱剤を使⽤する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
かき ハマキムシ類(続き) ・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択

する。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

かんきつ かいよう病 （予防に関する措置）
・密植を避け、樹幹内部の⽇照を良好に保つ。
・本指定有害動植物は強⾵による傷から感染することから、防⾵
林、防⾵垣等を設置することにより、防⾵対策を実施する。

・ミカンハモグリガの被害痕は、本指定有害動植物の感染を助⻑
することから、ミカンハモグリガの防除に努める。

・窒素肥料が多いと発病が助⻑されることから、適正な施肥管理
を実施する。

・品種により発病程度に差があることから、常発園地では抵抗性
品種を栽植する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・薬剤散布は、発芽１か⽉前から春葉展葉終了時までのほか、台
⾵の前後に実施する。

⿊点病 （予防に関する措置）
・密植を避け、樹幹内部の⽇照を良好に保つ。
・伝染源となる枯れ枝をせん定し、園地外に持ち出し、適切に処
理する。

・切り株は感染源となることから、拡散を防ぐために伐根し、⼜
は袋をかぶせる。

・⽼齢樹を更新する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・⾬が多く本指定有害動植物の多発⽣が予想される場合には、特
に梅⾬期の防除を徹底する。

・降⾬直後の樹体が濡れた状態での薬剤散布を避け、樹体が乾い
た後に散布を実施する。

・薬剤散布後の積算降⾬量を次回散布の⽬安とする。

そうか病 （予防に関する措置）
・密植を避け、樹幹内部の⽇照を良好に保つ。
・窒素肥料が多いと発病が助⻑されることから、適正な施肥管理
を実施する。

・本指定有害動植物は強⾵による傷から感染することから、防⾵
林、防⾵垣等を設置することにより、防⾵対策を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・展葉初期から夏季まで薬剤散布を実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
かんきつ アザミウマ類 （予防に関する措置）

・寄主植物が多く雑草等で繁殖することから、園地内及びその周
辺の下草や雑草の管理を⾏う。

・主要な発⽣源である防⾵樹のいぬまき、さんごじゅ、いすのき
等での発⽣状況に留意する。（チャノキイロアザミウマ）

・園地周辺の放任の茶樹を適切に管理する。（チャノキイロアザミ
ウマ）

・株元に光反射シートのマルチを敷設する。（チャノキイロアザミ
ウマ）

・施設栽培では、施設内への侵⼊防⽌のため、施設開⼝部に防⾍
ネットや光反射資材による被覆を⾏う。また、施設周辺へ⽩⾊透
湿性シートを敷設する。（ミカンキイロアザミウマ）

・施設栽培では、紫外線除去フィルムを使⽤する。（ミカンキイロ
アザミウマ）

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・アザミウマの種類により薬剤の防除効果が異なる場合があること
から、発⽣種を確認する。

・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択す
る。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さらに、
地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では使⽤
しない。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・園地内及びその周辺の下草や雑草の管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択
する。⼟着天敵の発⽣が多い場合には、薬剤の散布を控える。

・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による被害部位の早期
発⾒に努め、発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

・特に、ワタアブラムシは薬剤抵抗性の発達が著しいことから、
薬剤の選択に注意する。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・施設栽培では紫外線除去フィルムを使⽤する。
・園地内及びその周辺の下草や雑草の管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する。
・天敵農薬を活⽤する。
・⼟着天敵を活⽤するため、他の有害動物の防除では⼟着天敵へ
の影響が⼩さい薬剤の選定に努める。

・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等よる早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、
丁寧に散布する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
かんきつ ハダニ類(続き) ・抵抗性個体の出現を少なくするため、共同防除⼜は⼀⻫防除を

推進し、年間の薬剤散布回数を少なくする。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

ミカンサビダニ （判断、防除に関する措置）
・前年に被害が確認された園地や、春先から初夏まで少⾬であっ
た場合には、被害が早い時期から発⽣するおそれがあることか
ら、早期発⾒に努める。

・⾼温乾燥が続く場合や銅剤を散布した園地では、本指定有害動
植物の発⽣が助⻑されるおそれがあることに留意し、薬剤散布
の実施を検討する。

ミカンバエ （予防に関する措置）
・放任園は本指定有害動植物の発⽣源になることから、伐採等に
より管理を徹底する。

・適正な摘果を⾏い、薬液の付着しにくい果実を減らす。
・園地周縁樹の間伐・縮伐や防⾵樹の刈込みを⾏い、園地内の⽇
当たりを良くする。

（判断、防除に関する措置）
・果⽪の薄い種類（温州みかん、ポンカン、キンカン等）に寄⽣
が多いため、特に発⽣状況に留意する。

・被害果（異常着⾊果、早期落下果実等）は、ビニール袋に詰め
る等、適切に処理する。

・⽻化時期から産卵期までにかけて薬剤散布を実施する。
・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が果実全体に付着するよう、丁
寧に散布する。

キウイフル かいよう病 （予防に関する措置）
ーツ ・⼆倍体品種は本指定有害動植物に対して感受性が⾼いことか

ら、四倍体⼜は六倍体品種への更新を検討する。
・本指定有害動植物の発⽣が疑われる園地に由来する苗や花粉等
を利⽤しない。

・感染した枝や葉は伝染源となることから、品種による感受性の
違いを考慮して、発症していない部位まで⼤きく切り戻し、園
地外に持ち出し、適切に処分する。

・発病樹の伐採やせん定に⽤いた器具、⼿袋、靴底等の消毒を⾏
う。

・せん定後は、必ず切り⼝に癒合促進剤を塗布する。
・本指定有害動植物は強⾵による傷から感染することから、防⾵
林、防⾵垣等を設置することにより、防⾵対策を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、発病が認められる前
から、適期の薬剤散布等を実施する。

・園地の⾒回りによって、樹液の漏出等の早期発⾒に努める。

なし ⾚星病 （予防に関する措置）
・園地内及びその周辺へのびゃくしん類の栽植を避ける。
・袋掛けを実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
なし ⾚星病(続き) （判断、防除に関する措置）

・開花期から落花直後までは、降⾬前に薬剤散布を実施する。
・感染期においては、発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、
適期に薬剤散布等を実施する。

⿊星病 （予防に関する措置）
・施設栽培や⾬よけ栽培の導⼊を検討する。
・園地外への持出し、耕起によるすき込み等により、⼀次伝染源
となる落葉を適切に処分する。

・袋掛けを実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発病果や発病葉、発病りん⽚（芽基部、果そう基部等）等を⾒
つけ次第摘除し、適切に処分する。

・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・初期防除に重点を置き、開花前から梅⾬期までにかけて重点的
に薬剤散布を実施する。

・越冬菌密度を少なくするため、秋季防除を徹底する。

⿊斑病 （予防に関する措置）
・抵抗性品種を使⽤する。
・窒素過多を避ける。
・園地外への持出し、耕起によるすき込み等により、⼀次伝染源
となる落葉を適切に処分する。

・萌芽期から開花までに、塗布剤による枝病斑の封じ込めを実施
するとともに、病芽を除去し、園地外で適切に処分する。

・早期の袋掛けを実施する。
・被覆園地では換気を⼗分に⾏い、湿度を下げる。
・⼈⼯授粉後に気温が⾼い場合には、雌しべ感染が多くなるおそ
れがあることから、摘果の際に雌しべを摘んで除去する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・⼩袋掛け前及び梅⾬期に、薬剤の散布を重点的に実施する。
・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

アブラムシ類 （予防に関する措置）
・園地内及びその周辺の下草や雑草の管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・卵越冬するナシアブラムシは展葉直後から葉を巻き始めるが、
葉を巻き始めると防除効果が落ちることから、発⽣予察情報、
園地の⾒回り等に基づき、発⽣初期の開花期前から薬剤散布等
を実施する。

・展葉期の防除に重点を置く。
・展開葉を次々に巻いてその中に寄⽣することから、浸透移⾏性
薬剤の散布が有効である。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
なし アブラムシ類(続き) に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では

使⽤しない。

カイガラムシ類 （予防に関する措置）
・新植及び改植時には、本指定有害動植物が寄⽣していない健全
な苗⽊を使⽤する。

・寄⽣の多い枝は、せん定時等に除去し、適切に処分する。
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する前に、粗⽪削りを⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する。
・薬液の付着しやすい樹形作りに努める。
・ろう物質を充分分泌していない幼⾍ふ化期が防除適期に当たる
ことから、発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期に薬
剤散布を実施する。

シンクイムシ類 （予防に関する措置）
・不要な徒⻑枝はナシヒメシンクイの寄⽣場所になることから、
切除する。

・冬季に表⼟を耕起し、越冬繭を死滅させる。
・交信かく乱剤を越冬世代成⾍の発⽣時期から設置するのが効果
的である。また、地域全体で施⽤することで効果が⾼まる。

・袋掛けを実施する。
・受粉樹に残っている果実は、本指定有害動植物の発⽣源となる
ことから、速やかに除去する。

・有袋栽培の場合には、袋の掛けもれ果を除去し、適切に処分す
る。

・なし園地の近くの核果類に⼼折れ症状が認められる場合には、
該当部分を切除し、適切に処分する。（ナシヒメシンクイ）

（判断、防除に関する措置）
・被害果について、幼⾍が果実から脱出する前に採取し、適切に
処分する。

・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

ニセナシサビダニ （予防に関する措置）
・新梢が⼆次伸⻑しないよう、適正な施肥管理に努める。

（判断、防除に関する措置）
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する。
・徒⻑枝先端の葉や枝に寄⽣する場合が多いことから、薬剤散布
を⾏う場合には、その部位に薬液が付着するよう、丁寧に散布
する。

・⾼温及び乾燥した年に発⽣が多い。また、前年発⽣した園地で
は翌年も発⽣する傾向にあることから、展葉後早期に薬剤散布
等を実施する。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・園地内及びその周辺の下草や雑草の管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・冬季に気⾨封鎖剤を散布する。
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
なし ハダニ類(続き) ・天敵農薬を活⽤する。

・⼟着天敵を活⽤するため、他の有害動物の防除では⼟着天敵へ
の影響が⼩さい薬剤の選定に努める。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、
丁寧に散布する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域で
は使⽤しない。

ハマキムシ類 （予防に関する措置）
・地域全体で交信かく乱剤を使⽤する。
・受粉時に巻葉内の越冬幼⾍を捕殺する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、若齢幼⾍期に薬剤散
布等を実施する。

・⼟着天敵を活⽤するため、⼟着天敵の保護を考えて薬剤を選択
する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

ぶどう 晩腐病 （予防に関する措置）
・窒素過多を避ける。
・⾬よけ施設を導⼊する。
・枝に残っている穂軸、巻きひげ、結果⺟枝の枯死部分等の除去
を徹底し、越冬伝染源の除去を図る。

・有袋栽培では早期の被袋を、無袋栽培では落花期までの笠掛け
を、梅⾬⼊り前までに⾏う。

・袋掛けを⾏う際には、⾬⽔の流⼊を防ぐため、⼝をしっかりと
締める。

（判断、防除に関する措置）
・園地の⾒回りにより、発病果粒を除去する。
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・発芽前の休眠期の薬剤散布を実施するとともに、開花直前から
⼩⾖⼤の⽣育期の薬剤散布を徹底する。

・本指定有害動植物の発⽣源となることから、⼆番成り果房を除
去し、適切に処分する。

灰⾊かび病 （予防に関する措置）
・園地内の通気に努め、過湿にならないよう留意する。施設栽培
では多発⽣条件となりやすいことから、全⾯マルチ等で特に開花
期前後の湿度低下に努める。

・損傷した新梢や花穂、花冠や不受精果等の花器残さを速やかに
除去する。

・摘粒時にはさみで果粒を傷つけないよう注意し、摘果した果粒
を適切に処分する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による発病株の早期発
⾒に努め、発⽣初期の薬剤散布等を実施する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
ぶどう 灰⾊かび病(続き) ・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避

け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

・発病葉や発病果を速やかに除去し、園地外で適切に処分する。

べと病 （予防に関する措置）
・降⾬が多い地域や本指定有害動植物の常発園地では、⾬よけ施
設の導⼊する。

・園地外への持出しや耕起によるすき込み等により、⼀次伝染源
となる落葉を適切に処分する。

・降⾬による⼟砂の跳ね上がりを防ぐため、敷わら等を利⽤する。
・軟弱徒⻑した新梢や過繁茂となった部分に発⽣しやすいことか
ら、適正な栽培管理を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・発病葉、発病花穂及び発病果房を速やかに除去し、園地内及び
その周辺に残さないよう適切に処分する。

・薬剤散布を実施する場合には、葉裏だけでなく葉表にも⼗分に
付着するよう散布する。

・本指定有害動植物の抑制には予防が特に重要であることから、
発病前からの定期的な薬剤散布を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤耐性が確認されている薬剤を当該地域では使
⽤しない。

アザミウマ類 （予防に関する措置）
・寄主植物が多く雑草等で繁殖することから、園地内及びその周
辺の下草や雑草の管理を⾏う。

・主要な発⽣源である防⾵樹のいぬまき、さんごじゅ、いすのき
等での発⽣状況に留意する。（チャノキイロアザミウマ）

・園地周辺の放任の茶樹を適切に管理する。（チャノキイロアザミ
ウマ）

・早期の袋掛けを⾏う。（チャノキイロアザミウマ）
・不要な副梢を速やかにせん定し、処分する。（チャノキイロアザ
ミウマ）

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。

もも せん孔細菌病 （予防に関する措置）
・病斑が⾒つけやすく、また、薬剤の付着しやすい枝の配置を意
識したせん定を実施する。

・被害の⼤きい地域や園地では、防⾵ネット、防⾵樹等による防
⾵対策の実施や、⾬よけ施設の導⼊を⾏う。

・園地内の排⽔を良好に保つ。
・樹勢を健全に保つ。
・多発地域では、作期を考慮した発⽣の少ない品種へ改植する。



作物名 指定有害動植物 総合防除の内容
もも せん孔細菌病(続き) ・発⽣源となる春型枝病斑の徹底した切除を実施する。また、切

除した病斑部を園地外へ持ち出し、適切に処分する。春型枝病
斑の発⽣が疑われる枝についても、切除を実施する。

・春型枝病斑は⻑期間にわたって発⽣することから、病斑の切除
は複数回実施する。また、樹冠上部の病斑の有無に留意する。

・川沿いの園地、⽔⽥に隣接した園地など、湿った⾵が通る場所
は、特に発病の有無に注意する。

・地域全体で予防に関する措置を実施する。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期の薬剤散布等を
実施する。

・発病枝、発病葉及び発病果を速やかに除去し、園地内及びその
周辺に残さないよう適切に処分する。

・越冬伝染源の密度を低くするため、秋季防除を確実に実施する。

シンクイムシ類 （予防に関する措置）
・不要な徒⻑枝はナシヒメシンクイの寄⽣場所になることから切
除する。

・冬季に表⼟を耕起し、越冬繭を死滅させる。
・交信かく乱剤は、越冬世代成⾍の発⽣時期から設置するのが効
果的である。また、地域全体で施⽤することで効果が⾼まる。

・袋掛けを実施する。
・受粉樹に残っている果実は発⽣源となることから、速やかに除
去する。

・有袋栽培の場合には、袋の掛けもれ果を除去し、適切に処分す
る。

・もも園地の近くの核果類に⼼折れ症状が認められる場合には、
該当部分を切除し、適切に処分する。（ナシヒメシンクイ）

（判断、防除に関する措置）
・被害果について、幼⾍が果実から脱出する前に採取し、適切に
処分する。

・発⽣予察情報、園地の⾒回り等に基づき、適期に薬剤散布等を
実施する。

ハダニ類 （予防に関する措置）
・園地内及びその周辺の下草や雑草の管理を⾏う。

（判断、防除に関する措置）
・発⽣予察情報を参考に、園地の⾒回り等による早期発⾒に努め、
発⽣初期に薬剤散布等を実施する。

・天敵農薬を活⽤する。
・⼟着天敵を活⽤するため、他の有害動物の防除では⼟着天敵へ
の影響が⼩さい薬剤の選定に努める。

・薬剤散布を⾏う場合には、薬液が葉裏にも⼗分付着するよう、
丁寧に散布する。

・化学農薬を使⽤する場合には、同⼀系統の薬剤の連続使⽤を避
け、異なる系統の薬剤によるローテーション散布を⾏う。さら
に、地域内で薬剤抵抗性が確認されている薬剤を当該地域では
使⽤しない。


